
白石市民生委員・児童委員
主任児童委員の皆さんを紹介します

　令和７年12月１日に、民生委員・児童委員、主任児童委員の一斉改選が行われました。任期は
令和10年11月30日までです。
　民生委員・児童委員、主任児童委員は、それぞれの自治会より推薦され、本市民生委員推薦会お
よび宮城県社会福祉審議会を経て宮城県知事より推薦され、厚生労働大臣から委嘱されています。
　委員は、日頃から担当地域住民の生活状態の把握や情報を収集し、緊急の場合や相談・援助に備
えておくことが重要な役割となっています。支援のための調査で訪問することがありますのでご了
承ください。
　また、訪問調査では、プライバシーを侵害しないよう配慮しており、守秘義務があるため知り得
た秘密は守られます。（委員退任後も引き続き課せられます。）� ㉄福祉課　☎22-1400

主任児童委員の皆さん
（令和７年12月１日現在）

氏　名 担当地区
高　橋　美知子 白石
半　沢　万亀子 白石
大　槻　友　子 越河
樋　口　香　住 越河
三　田　圓　明 斎川
佐　藤　美智子 大平
尾　柏　順　子 大鷹沢
古　山　美智子 大鷹沢
祝　　　美　春 白川
佐　藤　みつ惠 白川
我　妻　裕美子 福岡
平　間　律　子 福岡
仁　平　和　子 小原
髙　橋　智　美 小原

主任児童委員の役割
　民生委員・児童委員とは別に、児童福祉
に関することを専門的に担当し、児童福祉
関係機関との連携・協力、調整を行い、ま
た、地区を担当する児童委員と一体となっ
て活動や住民への必要な援助・協力を行い
ます。

民生委員・児童委員の皆さん（令和７年12月１日現在）

●越河地区（６人）
氏　名 担当地区

佐　藤　弘　美 １区・２区
佐　藤　よし美 ３区・４区
安　藤　昭　信 ５区・６区
横　山　壽　幸 ７区・８区
大　浦　秀　明 ９区
佐　藤　正　幸 10区

●斎川地区（４人）
氏　名 担当地区

末　永　正　治 １区・２区・３区の一部
菊　地　文　博 ３区・４－１区・４－２区
成　澤　とみ子 ５区・６区
髙　橋　正　子 ７－１区・７－２区・８区

●白川地区（６人）
氏　名 担当地区

日　下　美貴子 １区
佐　藤　喜　一 ２区
小　松　　　孝 ３区
相　原　晴　美 ４区
小　野　和　正 ５区
佐　藤　孝　男 ６区・７区

●小原地区（７人）
氏　名 担当地区

齋　藤　成　子 上戸沢・下戸沢
半　澤　美奈子 赤井畑・冷清水・大熊
斎　藤　よう子 塩倉・東
小　室　明　美 中北・猿鼻
小　室　美奈子 新町
四　竈　佳　彦 赤坂・湯元
立　川　修　一 明戸・小久保平

●白石地区（32人）
氏　名 担当地区

佐　竹　敦　子 南町
内　田　麻利子 南町
押　野　恵美子 田町
村　上　美由起 田町
阿　部　澄　子 本町
鈴　木　民　子 中町・長町
鈴　木　芳　昭 亘理町
大　槻　典　子 短ケ町
松　野　　　修 新町
森　　　恵　子 西益岡
阿子島　美代子 西益岡
太　田　光　雄 中益岡
渡　邊　平太郎 東益岡
谷　津　武　男 柳町
遠　藤　ひで子 柳町
古　川　一　美 本郷第一
山　田　文　子 本郷第一
橋　本　秀　則 本郷第三
半　澤　みゆき 本郷第三
大　沼　和　子 本郷第三
仙　石　　　隆 寿山
大　庭　久美子 寿山
長　田　敏　子 緑が丘
半　澤　良　子 緑が丘
八　島　悦　郎 旭町
大　野　昌　子 旭町
髙　子　徹　雄 上郡山第一
髙　橋　ひろみ 上郡山第二
菊　地　惠　子 郡山
大　内　愛　子 郡山
大　庭　奈美子 小下倉
髙　橋　日出夫 田中

●福岡地区（17人）
氏　名 担当地区

佐久間　浩　子 滝上・岩ノ上
牛　澤　美　季 滝下
矢　部　　　滋 滝下
永　山　き　み 尾箆
髙　橋　　　薫 上原・下原
佐　藤　正　子 山ノ下
村　上　めぐみ 沖
北　島　和　子 沖
南　舘　重　義 山根
髙　橋　良　子 八宮
佐　藤　博　美 大網・芹沢
大　槻　良　子 西区上・西区下
菅　野　保　男 東区
齋　藤　　　好 北区・南区
髙　橋　敦　子 三住・蔵王
後　藤　明　光 不忘
北　條　定　男 川原子

●大平地区（５人）
氏　名 担当地区

高　橋　良　一 １区の一部
小　関　とき子 ２区・１区の一部
一　条　たか子 ７区・３－２区の一部
佐　藤　久仁子 ８区
齋　藤　　　恒 城南の丘・１区の一部

●大鷹沢地区（６人）
氏　名 担当地区

大　野　照　子 １区・11区
佐　竹　雅　夫 ２区・３区
一　條　容　子 ４区・５区
阿　部　和　子 ６区・７区
大　槻　志津子 ８区・９区・12区
鈴　木　順　子 10区

※記載のない地区は12月1日以降に委嘱される予定です。

民生委員・児童委員の役割
　子育てや介護の悩みを抱える人や、障害のある方・高齢者などが孤立し、必要な支援を受けられない
ケースがあります。そこで、民生委員・児童委員が「地域住民の身近な相談相手」となり、支援を必要
とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務めます。
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